
ODA大綱4原則における「非軍事主義」理念の堅持を求める市民声明 

〜四原則緩和は、日本の平和理念を崩壊させる〜 

 

 今般のODA大綱見直しに際し、「積極的平和主義」を掲げ、現行大綱にある援助実施

上の4原則（①環境と開発の両立、②軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避、③

軍事支出や大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造の動向への注意、④民主化の促進、市

場志向型経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況）も見直される予定と聞

いています。 

 ODA大綱4原則は、非軍事的手段を通じた国際社会の平和共存という日本の理念をその

運用を通して具現化するものであるだけでなく、国際的援助コミュニティが広く共有し、

維持してきた原則や国連憲章の平和と人権尊重の価値とも共通するものを含んでいま

す。また、ODA大綱4原則は「非軍事主義」的理念を表現しつつ、具体的な援助実施に際

してのコンディショナリティ的な性格を持つという特徴を持つものであり、これによっ

て政府がODAを慎重に運用することで日本の平和理念を国際社会に浸透させてきたもの

です。私たちは、ODAという「非軍事的手段」を通して地球規模の諸問題の解決に貢献

し、弱者の安全が脅かされることのない「人間の安全保障」を確実にするためにも、現

行の4原則を堅持し、貧困削減というODA本来の役割をしっかりと果たしていくべきであ

ると考えます。 

 しかし残念なことに、数年前から 4原則に込められた理念を形骸化させる動きが現れ

てきています。2006 年、当時官房長官だった安倍首相による「官房長談話」をきっか

けに、海賊対策・テロ対策を名目とした ODA による「武器援助」がインドネシア向け無

償資金協力事業として始まりました。その後、アルジェリアやジブチ向けに ODA による

「武器援助」が行われました。しかし、まだそうした援助の案件数も少ないのは、ODA

大綱 4原則があるからです。もし、今回の ODA 大綱見直しによって、この 4原則、特に

「軍事的用途への回避」や「軍事支出や武器開発・製造などの動向への注意」が緩和さ

れることになれば、「武器援助」や軍事的用途との境界があいまいな ODA が増加するこ

とは必至であり、これまで日本の政府や市民社会が国内外で積み上げてきた平和理念を

広める努力を水泡に帰させる恐れがあります。国際平和実現に向けて多様な主体との

「連携」は重要ですが、逆に「連携」によって平和理念を崩すことのないようにするた

めにも明確な原則が不可欠です。これらの理由から、私たちは ODA を軍事的活動への活

用を可能にする大綱 4原則の緩和に反対し、現行の原則の堅持を求めます。 



 

 なお、この私たちの主張は、以下の分析と考察によります。ODA大綱の原則を検討す

るのであれば、印象や希望的観測の下で議論するのではなく、事実に基づく検証を踏ま

え、根拠を示しながら、透明性のある形で行って頂きますようお願い申し上げます。 

 

【4原則の緩和がもたらす懸念】 

１．平和主義理念という「国民」の財産を失う 

平和主義理念は、広く日本の「国民」の財産であり、国際的にも「パワー」の源泉であ

ることを、私たち市民は国際的な人道支援活動を通じて強く実感しています。これまで、

ODAによる「武器援助」は武器輸出三原則もあり、国会の審議にかけられ、国民の信託

を得る努力がなされていました。しかし、2006年の官房長談話以降、「武器援助」も閣

議了承だけに留まることとなり、武器の海外輸出と日本の平和理念の堅持という問題に

対する国民のチェック機能が果たせなくなっています。ODA大綱4原則を緩和し、武器援

助や軍事活動と連携するODAが増えれば、日本の平和理念に対するチェック・アンド・

バランスが崩れ、貴重な「財産」の喪失をもたらします。 

 

２．武器市場の拡大と紛争助長に貢献する 

ODAによる「武器援助」の拡大は、武器輸出を助長し、武器市場拡大に棹差すものにな

ります。軍事における革命（RMA）に伴って、民生用に開発された技術の軍事利用が進

み、日本企業の高度技術への関心が高まっています。多くの日本の企業は、平和理念を

重視し、自社の技術の軍事転用を「リスク」と捉えて自重しています。もし、平和イメ

ージを持つODAによる「武器援助」が一般化すれば、そうした企業の平和意識も薄らぎ、

技術の軍事転用の拡大、国際的武器市場の拡大に日本も貢献することになります。一方、

拡大する武器市場と武器拡散に対し、それを適正に管理・規制する国際的メカニズムの

整備は追いついていません。日本が武器輸出を進めることは、紛争助長に日本が手を貸

すことになりかねません。 

 

３．一方的な公権力強化による人権侵害の蓋然性を高める 

ODAによる「武器援助」や治安対策支援は、相手国の公権力の強化をもたらしますが、

法整備などガバナンスの弱い国では個人に対する暴力的抑圧や人権侵害を助長する恐

れがあります。また、紛争当事国や「テロとの戦い」に基づく軍事作戦を遂行している



国、軍事政権に対して武器援助がされた場合、日本が支援した武器が紛争や人権侵害に

活用されることとなり、平和・人権・貧困からの脱却に貢献しようというODAの理念に

逆行することになります。また、支援対象国のガバナンスが弱い場合、民政から軍政へ

の移行や内戦の勃発などの危険性があり、日本が意図しないにも関わらず、武器援助が

紛争・人権侵害に使われる可能性があります。例えば、2013年度、日本はアルジェリア

向けODAでテロ対策名目で顔認証装置を供与しました。しかしながら、国際的な人権団

体が警鐘を鳴らしているように、アルジェリアのガバナンス状況からすると、援助を使

って拘禁した者に対し治安当局による「人権侵害」を招く危険性は高いと言わなければ

なりません。政府による治安対策支援は、ODA大綱の原則にもとづいて、むしろ治安当

局へのモニタリングや研修の提供などに特化すべきです。 

 

４．ODAの事業評価やPDCAサイクルが形骸化する 

軍と一体的に運用されるような援助は、モニタリングが難しく、成果ベースで評価する

ことが難しくなり、援助資金の不透明化を招きやすくなります。2006年、日本がインド

ネシアに無償資金協力で贈った「武器」（巡視船艇）は、海上保安庁に提供したもので

すが、実際の運用に際しては高い強制力をもたせるために海軍と一体的に行動していま

す。そのように使用されている機材を、文民であるJICAは適正にモニタリングすること

ができるのでしょうか。また、第三者評価に至っては、軍事情報の提供なども含めて、

有用な評価を行うことは現実的に不可能です。軍事活動と一体化するODAの増加は、事

業評価やPDCAサイクルを形骸化させることになります。 

 

５．問題の根本的原因への取り組みが疎かにになる 

「対テロ対策」などにおいて、対処療法的な取り組みを優先的に進めれば、貧困削減な

ど紛争の構造的要因、根本的原因に対する対応が後回しにされる恐れがあります。日本

は2013年度ODAでソマリア沖海賊対策としてジブチに「武器」と認定される巡視船艇を

無償資金協力事業で贈与しました。この案件が「開発協力適正会議」で検討された際、

多くの委員からODA大綱4原則に言及しながら、貧困など根本的な問題を蔑ろにすること

のないようにとの意見が出されました。本来、援助は中長期的な観点から受取国の開発

計画を支えるものであり、予測性が極めて重要です。50億ドルを投じたイラク復興の事

例を持ち出すまでもなく、限られたODA資源を短期的な対応策や政治や外交目的のため

の支援を優先させて、適正な配分を歪めるべきではありません。 



 

６．国際協調主義を後退させる 

原則の緩和は援助国側、すなわち日本政府の政治的裁量の下に援助をおくことになり、

恣意的な運用の可能性を高めます。また、ODAを外交との密接な関連の下で供与した場

合、秘密保護法などとの関係から、その情報公開や説明責任が十分に果たされない恐れ

があります。さらに、援助国の意図が強く影響したODAが増えれば、OECD・DACから注意

勧告を受けている「狭い国益中心主義」に傾かせることになります。国家安全保障の目

的の下で判断・運用されるODAは、国際協調主義を後退させることになりかねません。 

 

７．援助と軍事との境界が曖昧になり人道的支援が困難になる 

援助やODAは、相手国への干渉という要素を本質的に孕んでいます。これが許されてい

るのは、それが人道的目的での民生に対するものであるからです。軍事活動と一体化し

た援助あるいは「武器援助」は、運用の仕方によっては、相手国の主権を軍事的に脅か

すものにもなりかねません。例えば、もし米国との軍事行動の一体化によって第三国へ

武器援助を”強要”すれば、それは主権国家への軍事介入ではないでしょうか。ベトナ

ムへの巡視船艇供与を検討していた日本政府は、同国に海上保安庁を海軍から切り離す

ように交渉しています。現行大綱の下で「武器」を送るためには、対象が軍であっては

ならないからです。つまり、ODAは相手国に干渉する「ソフトなツール」であり、軍事

と密接に関連するようになれば、政治的に厳しい状況下で人道支援が必要となっても、

申し出を拒否されたり、活動に支障を来す恐れがあります。 
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【呼びかけ団体】 ODA 改革ネットワーク 

特定非営利活動法人 アジア女性資料センター 

特定非営利活動法人 名古屋 NGO センター 

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会 

特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター 

特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ 

 
【問い合わせ先】 ODA 改革ネットワーク／高橋・内野 
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賛同団体一同： 
 
スペースアライズ  特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ 

エラスムス平和研究所  特定非営利活動法人 NGO 福岡ネットワーク 

 神戸国際キリスト教会  男女平等をすすめる教育全国ネットワーク 

インドネシア民主化支援ネットワーク  反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC) 

ＪＡＷＷ  特定非営利活動法人 WE21 ジャパンいそご 

公人による性差別をなくす会  特定非営利活動法人地雷廃絶日本キャンペーン（JCBL) 

市民活動広場たま  特定非営利活動法人アルシュ（自立を支援する会） 

資料センター《雪の下の種》  特定非営利活動法人新潟国際ボランティアセンター 

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資

料館」(wam） 
 FoE Japan 

特定非営利活動法人 DPI（障害者インターナショナ

ル）日本会議 
 
特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワー

ク 

不戦へのネットワーク  国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ） 

偽百姓～今日もみんなで、おいしくごはん～  イラク戦争の検証を求めるネットワーク 

特定非営利活動法人ソムニード  公益社団法人シャンティ国際ボランティア会 

任意団体 学びの里  （特活動）ＥＲＩＣ国際理解教育センター 

アフリカ理解プロジェクト  特定非営利活動法人 WE21 ジャパン 

NPO 法人 「環境・持続社会」研究センター（JACSES）  特定非営利活動法人 草の根援助運動 

パルシステム生活協同組合連合会  
特定非営利活動法人アクセス－共生社会をめざす地球

市民の会 

ＷＥ２１ジャパンさかえ  特定非営利活動法人ＷＥ２1ジャパンかなざわ 

NPO 法人ふくしま支援・人と文化ネットワーク  フィリピン情報センター・ナゴヤ 

特定非営利活動法人 アフリカ日本協議会  地球の木 

特定非営利活動法人 開発教育協会  ジュマ・ネット 

非戦を選ぶ演劇人の会  ふろむあーす＆カフェオハナ 

国連安保理決議 1325 号国別行動計画市民連絡会  障がい児の権利を国連に訴える会 

ふぇみん婦人民主クラブ  動く→動かす 

生活協同組合パルシステム東京   
アジア開発銀行福岡 NGO フォーラム 

特定非営利活動法人 APLA 

NPO 法人 AM ネット                ピースボート  
憲法を生かす会     

 

 

 


